
機密性２

「夏期の電力需給対策について」「夏期の電力需給対策について」
（平成２３年５月１３日電力需給緊急対策本部決定）（平成２３年５月１３日電力需給緊急対策本部決定）

平成２３年６月平成２３年６月

資源エネルギー庁資源エネルギー庁



機密性２

(1) 検討に当たっての基本的な視座

 国民生活及び経済活動への影響の最小化を目指す

 復興の基盤である産業の生産・操業活動への影響を最小限にする

 労使で十分に話し合いながら準備を進める

 東北地方を中心とする被災地に最大限の配慮を行う

 今夏の需給対策に止まらず、将来につながる施策に取り組む

今夏の電力需給対策の基本的な考え方今夏の電力需給対策の基本的な考え方
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機密性２

今夏の電力需給対策の基本的な考え方今夏の電力需給対策の基本的な考え方

(2) 需給対策の基本的な枠組み

 予めピーク期間・時間帯の抑制幅を提示。需要家が、操業時間の
シフトや休業・休暇の長期化、分散などに創意工夫をこらして計画
的に取り組めるようにする。

 大口需要家、小口需要家、家庭の部門別にそれぞれの特性にあっ
た対策を具体化する。

 計画停電は不実施の状態を維持するよう、セーフティネットとして
位置付ける。

 今夏以降の需給対策も併せて進める。
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機密性２

(1)今夏の供給力の見通し

＜最大限の融通を行った場合の需給バランスの比較＞

東京電力管内 東北電力管内

想定需要（抑制基準） 6,000万kW 1,480万kW

供給力見通し（融通後） 5,380万kW 1,370万kW

必要な需要抑制率 ▲10.3％ ▲7.4％

（注）各電力管内の想定需要（抑制基準）は、昨年並みのピークを想定。

(2) 需要抑制の目標

• 余震の影響や老朽火力の昼夜連続運転等の技術的リスクを勘案し、東京・東
北電力管内全域において目標とする需要抑制率を▲15％とする。

• 大口需要家・小口需要家・家庭の部門毎の需要抑制の目標については、均一
に▲15％とする。 （注）需要家には、政府・地方公共団体を含む。

（注）ピーク期間・時間帯（７～９月の平日の９時から２０時）

における使用最大電力の抑制を原則とする。

今夏の供給力見通しと需要抑制の目標今夏の供給力見通しと需要抑制の目標
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機密性２

夏期最大ピーク日の需要カーブ推計（全体）夏期最大ピーク日の需要カーブ推計（全体）
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（出典）資源エネルギー庁「夏期最大電力使用日の需要構造推計（東京電力管内）」（平成23年5月） 4



機密性２

【時間帯別電力需要（業種別）】 【時間帯別電力需要（機器別）】

【14時断面の需要構成】

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

平日0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

その他

給湯

厨房

ｴﾚﾍﾞｰﾀ・ｴｽｶﾚｰ
ﾀ

ｼｮｰｹｰｽ冷蔵庫

OA機器

照明

空調

百万kW

※送電ロスを含む ※送電ロスを含まない

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

平日0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

送電ロス

その他

学校（小中高）

飲食店

ホテル・旅館

医療機関

食品スーパー

卸・小売店（食品スー
パーを除く）

オフィスビル

百万kW

オフィスビル,
40%

卸・小売店（食
品スーパーを除

く）, 22%

ホテル・旅館,
5%

飲食店, 4%

学校（小中高）,
2%

その他, 14%

医療機関, 7%

食品スーパー,
7%

OA機器, 8%

ｼｮｰｹｰｽ・冷蔵
庫, 6%

その他, 14%
給湯, 0.1%

厨房, 0.5%

ｴﾚﾍﾞｰﾀ・ｴｽｶﾚｰ
ﾀ, 3%

照明, 27%

空調, 42%

（出典）資源エネルギー庁「夏期最大電力使用日の需要構造推計（東京電力管内）」（平成23年5月）

業務部門全体の需要カーブ業務部門全体の需要カーブ
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機密性２

(1)(1) 大口需要家（契約電力大口需要家（契約電力500kW500kW以上の事業者）以上の事業者）

• 大口需要家は、具体的対策について、計画を策定・実施。

• 電気事業法第２７条に基づく電気の使用制限。

(2)(2) 小口需要家（契約電力小口需要家（契約電力500kW500kW未満の事業者）未満の事業者）

• 具体的な抑制目標と、各々の事業形態に適合した自主的な計画を策定・公表。

• 政府は、「節電行動計画の標準フォーマット」を活用した節電取組の周知、小口需要

家に対する巡回節電指導や出張説明会を実施。 等

(3)(3) 家庭家庭

• 「家庭の節電対策メニュー」の周知、節電教育等を通じ家庭の取組を促進。

(4)(4) 国民運動に向けた取組国民運動に向けた取組

・ 電力需給状況及び予想電力需要の「見える化」。

・ 電力需給が逼迫した場合の「需給逼迫警報（仮称）」と計画停電可能性の周知。 等

○今夏以降の需要対策として、省エネルギーの一層の推進、スマートメーターの導入促
進、ガスの活用等を図る。

需要面の対策需要面の対策
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機密性２

○対象者
・東京電力及び東北電力並びにその供給区域内で供給している特定規模電気事業者と
直接、需給約を締結している大口需要家（契約電力500kW 以上）

・対象者は電気事業者との契約単位（事業所単位）で判断

○制限期間・時間帯
・東京電力管内：平成23年7月1日～9月22日（平日）の9時から20時
・東北電力管内：平成23年7月1日～9月9日（平日）の9時から20時

○制限内容
・原則、｢昨年の上記期間・時間帯における使用最大電力の値（1時間単位）｣の１５％削

減した値を使用電力の上限とする。
・上記値が分からない場合や契約電力に増減があった場合は所要の補正措置を講ずる。

○スケジュール
・6月1日 省令・告示の官報掲載

・需要家に対する通知（制限値が記載）到着
～説明会の開催、共同スキーム・制限緩和の申請受付～

・6月17日 共同スキーム・制限緩和の申請締切 （7月1日適用開始分）
～申請処理、申請者に対する通知～

・7月1日 使用制限開始

～電気事業法第２７条による電気の使用制限の発動について～～電気事業法第２７条による電気の使用制限の発動について～

電気事業法適用の具体的内容は下記URLをご参照下さい。

URL ：http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/index.html

需要面の対策需要面の対策【【大口需要家：契約電力５００ｋ大口需要家：契約電力５００ｋWW以上の事業家以上の事業家】】
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機密性２

◆小口需要家の具体的取組◆小口需要家の具体的取組
 小口需要家は、照明・空調機器等の節電、営業時間の短縮、夏

期休業の設定・延長・分散化等の具体的取組を含む自主的な計
画（「節電行動計画」）について、自主的に、事業所のわかりやす
い場所への掲示や政府が設けるサイトへの掲載といった方法に
より、公表する。

需要面の対策需要面の対策
【【小口需要家：契約電力５００ｋ小口需要家：契約電力５００ｋWW未満の事業家未満の事業家】】
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機密性２

◆政府の具体的取組◆政府の具体的取組
 需要家の取組の策定を支援するためのサイトを立ち上げ、当該

サイトを通じて、需要家が自主的に計画を登録できるようにする。

 国民が広くそれらの取組を一覧し、評価できる仕組みを構築する
こととし、節電に積極的に取り組む需要家の更なる意識啓発、取
組の定着化を図る。

 関係府省、業界団体、自治体等を通じて需要家に対する情報提
供等の啓発を強力に進める。

 主だった小口需要家に対し、個別訪問等を通じて、節電の必要
性、具体的取組方法等についての情報提供や協力依頼を行う。

 小口需要家一般を対象に、説明会等を開催し、積極的な取組を
呼びかける。

需要面の対策需要面の対策
【【小口需要家：契約電力５００ｋ小口需要家：契約電力５００ｋWW未満の事業家未満の事業家】】
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機密性２小口需要家の節電行動計画フォーマット（オフィスビルの例）小口需要家の節電行動計画フォーマット（オフィスビルの例）

※8業種の標準フォーマットを用意いたしました。（オフィスビル、卸・小売店、食品スーパー、医療機関、
ホテル・旅館、飲食店、学校、製造業（工場）） 10



機密性２節電サポート事業の概要節電サポート事業の概要

節電行動計画

【業態分類】
○ オフィスビル
○ 卸・小売店
○ 食品スーパー
○ 医療機関
○ ホテル・旅館
○ 飲食店
○ 学校
○ 製造業（工場）
○ 自由記入形式

例）商店、飲食店等

例）スーパーマーケット、中規模工場 など

1.東京電力管内 1都8県
東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉、神奈川、山梨、静岡

2.東北電力管内 ７県 （予定）
青森、秋田、山形、新潟、岩手、宮城、福島

実施エリア

対象

【節電行動計画の標準フォーマット】

8業種の「節電行動計画の標準フォーマット」を
用い、需要家自身に節電行動計画を作成い
ただき、自主的に節電に取組んでいただく。

東京電力・東北電力管内の
事業者
約350万件

契約電力 500kW未満
東京電力・東北電力管内
約28万件

高圧受電

電気主任技術者による
巡回指導により、
節電行動計画を作成。

低圧受電

説明会を開催。
参加された方々が
節電行動計画を作成。

作成した節電行動計画を、政府の節電ポータルサイト「節電.go.jp」※
で公表いただきます。公表いただいた需要家へ、「節電宣言ステッカー」
をお渡し、事業所等で提示いただきます。

※ポータルサイトより、節電行動計画フォーマット等の各種コンテンツが入手できます。 11



機密性２

家庭の節電対策メニュー（抜粋）家庭の節電対策メニュー（抜粋）

需要面の対策需要面の対策【【家庭家庭】】
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＜「家庭の節電宣言」の流れ（イメージ）＞

○各家庭の節電に向けた具体的な行動を、色々なコンテンツを通じてサポートするサイトを設置。

・各家庭毎の実態にあった節電メニューを選ぶ仕組み

・過去の電気使用量や節電実績の「見える化」

・協賛企業からの参加賞・達成賞の提供

「家庭の節電宣言」について「家庭の節電宣言」について

１．節電を宣言する
＜6月中～＞

２．節電を実施する
＜7月～9月＞

３．達成賞を獲得す
る

昨年の
電力使用実績

参加賞

達成賞

各月の達成状況

電力会社 協賛企業

（マイページ）

○節電メニューから
具体的な節電行動を
選択、宣言

○参加賞を獲得

○グループ機能により
皆で協力して節電

○コンテストや
節電アプリ等と連携

○達成状況を確認

○節電や復興支援につな
がる、様々な達成賞を獲得

＜各月＞

販促に使用可能な、
ラベル等を用意

「節電宣言」
協力店
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 小中学校の授業や夏休みの課題で、「節電」がとりあげられるよう、節電教育教材を作成
し、順次小中学校に送付の予定。

 ６月より、一部の小学校に対して省エネ専門家を直接派遣し、節電・省エネ授業を実施。

（１）教材のイメージ

機密性２

電気製品 消費電力 節電メニュー やった人 と やった日

1
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

2
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

3
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

4
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

5
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

6
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

7
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

8
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

9
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

10
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

実際に節電をやった人は、うらに感想を書きましょう
（記入例）

1 エアコン ５５０Ｗ 温度の設定が２８度になっていることを確認する
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

年 組 名前
学校で学習したことをもとに、家庭での節電メニューを作ってみましょう。

ぼく お父さん

８ １ ８ ４

暫定版

 節電教育テキスト

 チェックシート

 教師用解説書

 教師用模擬授業DVD

※それぞれ小学校（低・中・高学年用）、中学校用の４種類

（２）教材の種類

「節電教育」について「節電教育」について

14

（３）スケジュール

 ６月上旬 教材セット

 中旬 各校に部数確認、

印刷、発送

 下旬 教材が各校に到着、

授業開始

暫定版



機密性２
節電ポータルサイト・節電ダイヤルの開設（節電ポータルサイト・節電ダイヤルの開設（6/16/1～）～）

２．節電ダイヤル

●法人・家庭の方からの、効果的な節電方法や節電行動計画に関するお問い合わせにお答えいたし
ます。

TEL:0570-064-443 (受付時間:9:00-17:00 土日祝日含む)

なお、電気事業法の使用制限に関するお問い合わせについては、以下にお願いします。
電気・ガス事業部政策課分室:TEL:03-3501-1511、内線:4567

１．節電ポータルサイト「節電.go.jp」 家庭向け、事業者向けの節電関連情報を統一的に順次打ち出してまいります。

http://www.setsuden.go.jp

＜家庭向け＞ ＜事業者向け＞
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機密性２

①エネルギー使用合理化事業者支援補助金（事業者支援）

・事業者が計画したエネルギー使用合理化の取組のうち、省エネルギー性能の高い機器及び

設備の導入を行う者に対する補助。

②住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（住宅・建築物・BEMS）

・住宅・建築物に省エネルギー性能の高い高効率エネルギーシステムやビルエネルギー

マネジメントシステム（ＢＥＭＳ）を導入する者に対する補助。

○今年度は、電力供給不足（特に夏場）の節電対策として、節電効果についても評価を行うとともに、

６月１５日までに申請し、８月末までに設置・検収完了可能な事業（緊急節電対応事業）を先行採択。

○公募期間

（緊急節電対応事業）平成２３年５月３０日～平成２３年６月１５日

（通常採択枠） 平成２３年５月３０日～平成２３年６月下旬（詳細は下記HP）

○詳細 ： 下記HPをご確認下さい（ ５月３０日（月）から全国で公募説明会を開催中）。

→ 一般社団法人環境共創イニシアチブ（ http://sii.or.jp/ ）

節電に関する施策について

事業者支援 住宅・建築物・BEMS



機密性２

ご清聴ありがとう
ございました。


